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※　関係予算の確保ができなかったためスケジュールに変更が生じていることから、当時予定していた設計等に係る具体工程は今回非表示としています。
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野洲市民病院を既存・既得の市有地に整備する場合の 

用地資産の財務上の取扱いに係る資料提供について 

 

令和 4 年 7 月 29 日 

 地域医療政策課 

 

新たな整備場所と定めた既存既得の市有地（温水プール跡地）に当該施設を整備する

場合、当該用地費を、病院事業会計から一般会計に対して負担（買い上げ）しなければ

ならず、結果、駅前と同様、多額の整備費用の計上が必要なのではないかという質問を、

過日市民からいただいたため、本市が判断の根拠としている関係法令及び関係国通知に

ついて下記及び別添のとおりお示しします 

記 

１．市の判断 

野洲市民病院については公営企業法の全部を適用して運営しているところであ

るが、今後新たな整備場所である温水プール跡地（市有地）で整備を行っていくに

当たっては、市有地を病院事業へ現物出資する考えである。 

これに関し、用地（市有地）についても、地方公営企業法の第十八条の示すとこ

ろにより現物出資し、事業利益に応じた納付金を事後に一般会計に納付していくこ

とで出資元の一般会計に報う考えである。 

 

２．根拠条文 

「地方公営企業法」 

(出資) 

第十八条 地方公共団体は、第十七条の二第一項の規定によるもののほか、 

一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に出資をする 

ことができる。 

２ 地方公営企業の特別会計は、前項の規定による出資を受けた場合には、 

利益の状況に応じ、納付金を一般会計又は当該他の特別会計に納付する 

ものとする。 

 

3．根拠通知 

「地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律（公営企業に係

る部分）の施行に関する取扱いについて」（昭和 27 年９月 29 日/自乙発第 245

号・いわゆる基本通知） 

（※別添のとおり） 
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